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○
内
閣
府
令
第
四
号

健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
健
康
増
進
法
に
規
定
す
る
特

別
用
途
表
示
の
許
可
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

健
康
増
進
法
に
規
定
す
る
特
別
用
途
表
示
の
許
可
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
健
康
増
進
法
に
規
定
す
る
特
別
用
途
表
示
の
許
可
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
増
進
法
に
規
定
す
る
特
別
用
途
表
示
の
許
可
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
五
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



- 2 -

改

正

後

改

正

前

（
特
別
の
用
途
）

（
特
別
の
用
途
）

第
一
条

健
康
増
進
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の

第
一
条

健
康
増
進
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の

内
閣
府
令
で
定
め
る
特
別
の
用
途
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

内
閣
府
令
で
定
め
る
特
別
の
用
途
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
特
別
用
途
表
示
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
事
項
等
）

（
特
別
用
途
表
示
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
事
項
等
）

第
二
条

法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

第
二
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二

十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
前
項
中
「
法
第
四
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六

に
お
い
て
、
前
項
中
「
法
第
二
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二

十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三
条
第
二
項
」
と
、
同
項

十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
六
条
第
二
項
」
と
、
同
項

第
三
号
中
「
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

第
三
号
中
「
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。

。

３

法
第
四
十
三
条
第
二
項
（
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

３

法
第
二
十
六
条
第
二
項
（
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
は
、
邦
文
で
記
載
さ
れ
て
い
な

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
は
、
邦
文
で
記
載
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

消
費
者
庁
長
官
は
、
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
許
可
又
は
法
第
六
十
三

４

消
費
者
庁
長
官
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
又
は
法
第
二
十
九

条
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
申
請
者
に

条
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
申
請
者
に

対
し
て
基
礎
実
験
資
料
そ
の
他
の
参
考
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で

対
し
て
基
礎
実
験
資
料
そ
の
他
の
参
考
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

（
審
査
）

（
審
査
）

第
四
条

前
条
に
規
定
す
る
書
類
が
提
出
さ
れ
た
場
合
、
内
閣
総
理
大
臣
は

第
四
条

前
条
に
規
定
す
る
書
類
が
提
出
さ
れ
た
場
合
、
内
閣
総
理
大
臣
は

、
特
定
保
健
用
食
品
の
安
全
性
及
び
効
果
に
つ
い
て
、
食
品
安
全
委
員
会

、
特
定
保
健
用
食
品
の
安
全
性
及
び
効
果
に
つ
い
て
、
食
品
安
全
委
員
会

（
安
全
性
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
消
費
者
委
員
会
の
意
見
を
聴
く

（
安
全
性
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
消
費
者
委
員
会
の
意
見
を
聴
く

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
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こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

一

規
格
基
準
型
（
消
費
者
庁
長
官
が
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を

一

規
格
基
準
型
（
消
費
者
庁
長
官
が
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を

行
っ
た
特
定
保
健
用
食
品
の
う
ち
、
そ
の
安
全
性
及
び
効
果
に
つ
い
て

行
っ
た
特
定
保
健
用
食
品
の
う
ち
、
そ
の
安
全
性
及
び
効
果
に
つ
い
て

十
分
に
知
見
が
得
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
同
一
の
分
類
に
属
す
る
特
定
保

十
分
に
知
見
が
得
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
同
一
の
分
類
に
属
す
る
特
定
保

健
用
食
品
が
多
数
存
在
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
申
請
の
場
合

健
用
食
品
が
多
数
存
在
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
申
請
の
場
合

二

再
許
可
（
消
費
者
庁
長
官
が
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
行
っ

二

再
許
可
（
消
費
者
庁
長
官
が
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
行
っ

た
特
定
保
健
用
食
品
に
軽
微
な
変
更
を
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る

た
特
定
保
健
用
食
品
に
軽
微
な
変
更
を
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る

申
請
の
場
合

申
請
の
場
合

三

［
略
］

三

［
同
上
］

２

消
費
者
庁
長
官
は
、
前
項
の
意
見
を
踏
ま
え
、
当
該
特
定
保
健
用
食
品

２

消
費
者
庁
長
官
は
、
前
項
の
意
見
を
踏
ま
え
、
当
該
特
定
保
健
用
食
品

に
係
る
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
行
う
も
の
と
す
る
。

に
係
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
再
審
査
）

（
再
審
査
）

第
五
条

特
定
保
健
用
食
品
に
係
る
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

第
五
条

特
定
保
健
用
食
品
に
係
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

た
者
は
、
当
該
特
定
保
健
用
食
品
の
安
全
性
又
は
効
果
に
つ
い
て
の
新
た

た
者
は
、
当
該
特
定
保
健
用
食
品
の
安
全
性
又
は
効
果
に
つ
い
て
の
新
た

な
知
見
が
得
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
知
見
の
内
容
を
消
費
者

な
知
見
が
得
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
知
見
の
内
容
を
消
費
者

庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
消
費
者
庁
長
官
が
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
許
可

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
消
費
者
庁
長
官
が
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可

を
行
っ
た
特
定
保
健
用
食
品
に
つ
い
て
、
前
項
の
報
告
が
あ
っ
た
場
合
そ

を
行
っ
た
特
定
保
健
用
食
品
に
つ
い
て
、
前
項
の
報
告
が
あ
っ
た
場
合
そ

の
他
の
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
食
品
安
全
委
員

の
他
の
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
食
品
安
全
委
員

会
（
安
全
性
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
消
費
者
委
員
会
の
意
見
を
聴

会
（
安
全
性
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
消
費
者
委
員
会
の
意
見
を
聴

く
も
の
と
す
る
。

く
も
の
と
す
る
。

３

消
費
者
庁
長
官
は
、
前
項
の
意
見
を
踏
ま
え
、
再
審
査
を
行
い
、
必
要

３

消
費
者
庁
長
官
は
、
前
項
の
意
見
を
踏
ま
え
、
再
審
査
を
行
い
、
必
要

に
応
じ
、
当
該
特
定
保
健
用
食
品
に
係
る
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
許
可

に
応
じ
、
当
該
特
定
保
健
用
食
品
に
係
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可

を
法
第
六
十
二
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

を
法
第
二
十
八
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

第
六
条

第
四
条
第
二
項
及
び
前
条
の
規
定
は
、
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の

第
六
条

第
四
条
第
二
項
及
び
前
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の

承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
二
項
及
び

承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
二
項
及
び

前
条
中
「
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
三

前
条
中
「
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
九

条
第
一
項
の
承
認
」
と
、
前
条
第
三
項
中
「
法
第
六
十
二
条
第
三
号
」
と

条
第
一
項
の
承
認
」
と
、
前
条
第
二
項
中
「
法
第
二
十
八
条
第
三
号
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
六
十
三
条
第
二
項
で
準
用
す
る
法
第
六
十
二
条
第
三
号

あ
る
の
は
「
法
第
二
十
九
条
第
二
項
で
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
三
号



- 4 -

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
手
数
料
の
納
付
方
法
）

（
手
数
料
の
納
付
方
法
）

第
七
条

法
第
四
十
三
条
第
四
項
（
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

第
七
条

法
第
二
十
六
条
第
四
項
（
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
庫
に
納
付
す
べ
き
手
数
料
は
、

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
庫
に
納
付
す
べ
き
手
数
料
は
、

申
請
書
に
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
は
る
こ
と
に
よ
り

申
請
書
に
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
は
る
こ
と
に
よ
り

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
用
途
食
品
の
表
示
事
項
等
）

（
特
別
用
途
食
品
の
表
示
事
項
等
）

第
八
条

法
第
四
十
三
条
第
六
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

第
八
条

法
第
二
十
六
条
第
六
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
事
項
に
つ
い

お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
事
項
に
つ
い

て
は
、
そ
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
は
、
そ
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二

十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
前
項
中
「
法
第
四
十
三
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十

お
い
て
、
前
項
中
「
法
第
二
十
六
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十

三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三
条
第
六
項
」
と
、
同
項
第

九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
六
条
第
六
項
」
と
、
同
項
第

六
号
中
「
別
記
様
式
第
二
号
（
特
定
保
健
用
食
品
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様

六
号
中
「
別
記
様
式
第
二
号
（
特
定
保
健
用
食
品
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様

式
第
三
号
（
許
可
の
際
、
そ
の
摂
取
に
よ
り
特
定
の
保
健
の
目
的
が
期
待

式
第
三
号
（
許
可
の
際
、
そ
の
摂
取
に
よ
り
特
定
の
保
健
の
目
的
が
期
待

で
き
る
旨
に
つ
い
て
条
件
付
き
の
表
示
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
（
以

で
き
る
旨
に
つ
い
て
条
件
付
き
の
表
示
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
（
以

下
「
条
件
付
き
特
定
保
健
用
食
品
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様

下
「
条
件
付
き
特
定
保
健
用
食
品
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様

式
第
四
号
）
）
に
よ
る
許
可
証
票
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
五
号
（

式
第
四
号
）
）
に
よ
る
許
可
証
票
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
五
号
（

特
定
保
健
用
食
品
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
六
号
（
承
認
の
際
、
そ
の

特
定
保
健
用
食
品
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
六
号
（
承
認
の
際
、
そ
の

摂
取
に
よ
り
特
定
の
保
健
の
目
的
が
期
待
で
き
る
旨
に
つ
い
て
条
件
付
き

摂
取
に
よ
り
特
定
の
保
健
の
目
的
が
期
待
で
き
る
旨
に
つ
い
て
条
件
付
き

の
表
示
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
条
件
付
き
特
定
保
健
用
食

の
表
示
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
条
件
付
き
特
定
保
健
用
食

品
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
七
号
）
）
に
よ
る
承
認
証

品
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
七
号
）
）
に
よ
る
承
認
証

票
」
と
、
同
項
第
七
号
及
び
第
十
二
号
中
「
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
承
認

票
」
と
、
同
項
第
七
号
及
び
第
十
二
号
中
「
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
承
認

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
四
十
三
条
第
六
項
（
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

３

法
第
二
十
六
条
第
六
項
（
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
表
示
す
べ
き
事
項
は
、
邦
文
で
当
該
食

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
表
示
す
べ
き
事
項
は
、
邦
文
で
当
該
食

品
の
容
器
包
装
（
容
器
包
装
が
小
売
の
た
め
に
包
装
さ
れ
て
い
る
場
合
は

品
の
容
器
包
装
（
容
器
包
装
が
小
売
の
た
め
に
包
装
さ
れ
て
い
る
場
合
は
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、
当
該
包
装
）
を
開
か
な
い
で
も
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
当

、
当
該
包
装
）
を
開
か
な
い
で
も
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
当

該
容
器
包
装
若
し
く
は
包
装
の
見
や
す
い
場
所
又
は
こ
れ
に
添
付
す
る
文

該
容
器
包
装
若
し
く
は
包
装
の
見
や
す
い
場
所
又
は
こ
れ
に
添
付
す
る
文

書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
九
条

法
第
四
十
四
条
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

第
九
条

法
第
二
十
六
条
の
二
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

許
可
試
験
（
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
許
可
試
験
を
い
う

二

許
可
試
験
（
法
第
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
許
可
試
験
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
部
門
（
以
下
「
許
可

三

法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
部
門
（
以
下
「

試
験
部
門
」
と
い
う
。
）
及
び
同
号
ハ
に
規
定
す
る
専
任
の
部
門
（
以

許
可
試
験
部
門
」
と
い
う
。
）
及
び
同
号
ハ
に
規
定
す
る
専
任
の
部
門

下
「
信
頼
性
確
保
部
門
」
と
い
う
。
）
の
組
織
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

（
以
下
「
信
頼
性
確
保
部
門
」
と
い
う
。
）
の
組
織
を
明
ら
か
に
す
る

書
類

四

法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
文
書
と
し
て
、
次
に

四

法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
文
書
と
し
て
、

掲
げ
る
も
の

次
に
掲
げ
る
も
の

［
イ
～
ホ

略
］

［
イ
～
ホ

同
上
］

五

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

五

次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

イ

法
第
四
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
の
有
無

イ

法
第
二
十
六
条
の
三
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
の
有
無

［
ロ
～
ホ

略
］

［
ロ
～
ホ

同
上
］

ヘ

法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

ヘ

法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か

当
す
る
事
実
の
有
無

に
該
当
す
る
事
実
の
有
無

ト

［
略
］

ト

［
同
上
］

チ

役
員
（
持
分
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）

チ

役
員
（
持
分
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）

第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。
）
に
あ

第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。
）
に
あ

っ
て
は
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
）
の
氏
名
、
住
所
、
代
表
権
の
有

っ
て
は
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
）
の
氏
名
、
住
所
、
代
表
権
の
有

無
及
び
略
歴
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
別
用

無
及
び
略
歴
（
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
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途
食
品
営
業
者
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
当
該
特
別
用
途

別
用
途
食
品
営
業
者
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
当
該
特
別

食
品
営
業
者
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
に
該
当
す

用
途
食
品
営
業
者
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
に
該

る
か
否
か
を
含
む
。
）

当
す
る
か
否
か
を
含
む
。
）

リ

［
略
］

リ

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
登
録
の
更
新
の
申
請
）

（
登
録
の
更
新
の
申
請
）

第
十
条

法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者

第
十
条

法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
申
請
し
よ
う
と
す

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
事
業
所
の
変
更
の
届
出
）

（
事
業
所
の
変
更
の
届
出
）

第
十
一
条

法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届

第
十
一
条

法
第
二
十
六
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更

出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
内
閣

の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を

総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
試
験
業
務
規
程
の
認
可
申
請
手
続
）

（
試
験
業
務
規
程
の
認
可
申
請
手
続
）

第
十
二
条

登
録
試
験
機
関
（
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
登
録
試

第
十
二
条

登
録
試
験
機
関
（
法
第
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
登
録
試

験
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
法
第
五
十
条
第
一
項
前
段
の
規
定

験
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
法
第
二
十
六
条
の
八
第
一
項
前
段

に
よ
り
許
可
試
験
の
業
務
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
試
験
業
務
規
程
」
と

の
規
定
に
よ
り
許
可
試
験
の
業
務
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
試
験
業
務
規

い
う
。
）
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
試
験
業
務
規

程
」
と
い
う
。
）
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
試
験

程
及
び
許
可
試
験
に
関
す
る
手
数
料
の
額
の
算
定
に
関
す
る
資
料
を
添
え

業
務
規
程
及
び
許
可
試
験
に
関
す
る
手
数
料
の
額
の
算
定
に
関
す
る
資
料

て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
添
え
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
五
十
条
第
二
項
の
試
験
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の

２

法
第
二
十
六
条
の
八
第
二
項
の
試
験
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は

と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

財
務
諸
表
等
（
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
等
を

九

財
務
諸
表
等
（
法
第
二
十
六
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
備
付
け
及
び
財
務
諸
表
等
の
閲
覧
等
の
請
求

等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
備
付
け
及
び
財
務
諸
表
等
の
閲
覧
等
の
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の
受
付
に
関
す
る
事
項

請
求
の
受
付
に
関
す
る
事
項

十

［
略
］

十

［
同
上
］

３

登
録
試
験
機
関
は
、
法
第
五
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
試
験
業

３

登
録
試
験
機
関
は
、
法
第
二
十
六
条
の
八
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

務
規
程
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
の
内
容
及
び

試
験
業
務
規
程
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
の
内

変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

容
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
が
許
可
試
験
に
関
す
る
手

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
が
許
可
試
験
に
関

数
料
の
額
の
変
更
を
伴
う
と
き
は
、
そ
の
算
定
に
関
す
る
資
料
を
添
え
な

す
る
手
数
料
の
額
の
変
更
を
伴
う
と
き
は
、
そ
の
算
定
に
関
す
る
資
料
を

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

（
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
十
三
条

登
録
試
験
機
関
は
、
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
試
験

第
十
三
条

登
録
試
験
機
関
は
、
法
第
二
十
六
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
許
可

の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

試
験
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提

す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
電
磁
的
記
録
の
表
示
方
法
）

（
電
磁
的
記
録
の
表
示
方
法
）

第
十
四
条

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
十
四
条

法
第
二
十
六
条
の
十
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

る
方
法
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装

定
め
る
方
法
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出

置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
の
提
供
方
法
）

（
電
磁
的
記
録
の
提
供
方
法
）

第
十
五
条

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
十
五
条

法
第
二
十
六
条
の
十
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

る
電
磁
的
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
登
録
試
験
機
関

定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
登
録
試
験

が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

（
帳
簿
の
記
載
事
項
）

（
帳
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
六
条

法
第
五
十
六
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

第
十
六
条

法
第
二
十
六
条
の
十
四
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］
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２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
）

（
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
十
七
条

法
第
五
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明

第
十
七
条

法
第
二
十
六
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
の
身
分
を
示

書
は
、
別
記
様
式
第
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
食
品
の
収
去
証
）

（
食
品
の
収
去
証
）

第
十
八
条

法
第
六
十
一
条
第
一
項
（
法
第
六
十
三
条
第
二
項
及
び
第
六
十

第
十
八
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
（
法
第
二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
十

六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
食

二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
食

品
衛
生
監
視
員
が
食
品
を
収
去
し
た
と
き
は
、
被
収
去
者
に
別
記
様
式
第

品
衛
生
監
視
員
が
食
品
を
収
去
し
た
と
き
は
、
被
収
去
者
に
別
記
様
式
第

九
号
に
よ
る
収
去
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九
号
に
よ
る
収
去
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
九
条

法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

第
十
九
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

様
式
第
八
号
（
第
十
七
条
関
係
）

様
式
第
八
号
（
第
十
七
条
関
係
）

（
表
面
）

（
表
面
）

8
c
m

8
c
m
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写

真

写

真

第

号

第

号

官

職

名

官

職

名

氏

名

氏

名

生
年
月
日

生
年
月
日

健
康
増
進
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
ち
入
り
検
査
を
行
う
職
員
の
証

健
康
増
進
法
第
二
十
六
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
ち
入
り
検
査
を
行
う
職
員
の
証

発
行
年
月
日

発
行
年
月
日

消
費
者
庁
長
官

印

消
費
者
庁
長
官

印

（
裏
面
）

（
裏
面
）

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
健
康
増
進
法
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
権
を
有
す
る
も
の
で
、
そ
の
関

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
健
康
増
進
法
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
権
を
有
す
る
も
の
で
、
そ
の
関
係

係
条
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

条
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

12cm

12cm
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健
康
増
進
法
抜
粋

健
康
増
進
法
抜
粋

（
立
入
検
査
）

（
立
入
検
査
）

第
五
十
九
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
に
、
登
録
試
験

第
二
十
六
条
の
十
七

内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
に
、
登
録

機
関
の
事
務
所
又
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
又
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る

試
験
機
関
の
事
務
所
又
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
又
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ

こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
六
十
九
条
（
略
）

第
三
十
五
条
（
略
）

２
（
略
）

２
（
略
）

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
権
限
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
消
費
者
庁
長
官
に
委

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
権
限
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
消
費
者
庁
長
官
に
委

任
す
る
。

任
す
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

様
式
第
九
号
（
第
十
八
条
関
係
）

様
式
第
九
号
（
第
十
八
条
関
係
）
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○ ○ ○ ○

（別紙）

甲 記 号 ＜教示＞

収 去 証 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

番 号 て３か月以内に、〇〇に対して審査請求をすることができる（処分があった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は除く。）。

この処分に対する取消訴訟については、□□を被告として、この処分があったことを知っ

１ 被収去者の住所又は営業所所在地 た日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる（処分があった日の翌日から起

２ 被収去者の氏名又は法人名 算して１年を経過した場合は除く。）。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算

３ 収去品名 して３か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決

４ 収去数量 の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に提起しなければならない（裁決があった

５ 収去目的 日の翌日から起算して１年を経過した場合は除く。）。

６ 収去日時 平成 年 月 日午 時
前
後

７ 収去場所 ＜参照条文＞

〇健康増進法（平成14年法律第103号）（抄）

健康増進法第61条第１項（同法第63条第２項及び第66条第３項において準用する場合を含 （特別用途食品の検査及び収去）

む。）の規定に基づき、上記のように収去する。 第61条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用

平成 年 月 日 途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別用途

所属庁 食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去

収 去 者 職 氏 名○印 させることができる。

所属庁印 ２～５ （略）

（権限の委任）

備考 第69条 （略）

２ （略）

３ 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長官に

委任する。

※教示事項について（別紙）参照 ４・５ （略）

備考 備考

１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列５番又はＡ列６番とする。 １ 教示文言中の「○○」には、収去者の所属庁を踏まえ、「内閣総理大臣」、「消費者庁長

２ 所属庁印は、赤色とする。 官」、「都道府県知事」、「保健所設置市長」又は「特別区長」と記載するものとする。

３ この用紙は、甲片及び乙片の２片とする。 ２ 教示文言中の「□□」には、収去者の所属庁を踏まえ、「国（訴訟において国を代表す

４ 乙片にはとじ目の切断線を設けず、かつ、所属庁印及び○印を省略するとともに、「収去証」を る者は法務大臣となる。）」、「都道府県」、「保健所設置市」又は「特別区」と記載する

「収去証（控）」と、「甲」を「乙」と印刷するものとする。 ものとする。

○ ○ ○ ○

（別紙）

甲 記 号 ＜教示＞

収 去 証 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

番 号 て３か月以内に、〇〇に対して審査請求をすることができる（処分があった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は除く。）。

この処分に対する取消訴訟については、□□を被告として、この処分があったことを知っ

１ 被収去者の住所又は営業所所在地 た日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる（処分があった日の翌日から起

２ 被収去者の氏名又は法人名 算して１年を経過した場合は除く。）。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算

３ 収去品名 して３か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決

４ 収去数量 の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に提起しなければならない（裁決があった

５ 収去目的 日の翌日から起算して１年を経過した場合は除く。）。

６ 収去日時 平成 年 月 日午 時
前
後

７ 収去場所 ＜参照条文＞

〇健康増進法（平成14年法律第103号）（抄）

健康増進法第27条第１項（同法第29条第２項及び第32条第３項において準用する場合を含 （特別用途食品の検査及び収去）

む。）の規定に基づき、上記のように収去する。 第27条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用

平成 年 月 日 途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別用途

所属庁 食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去

収 去 者 職 氏 名○印 させることができる。

所属庁印 ２～５ （略）

（権限の委任）

備考 第35条 （略）

２ （略）

３ 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長官に

委任する。

※教示事項について（別紙）参照 ４・５ （略）

備考 備考

１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列５番又はＡ列６番とする。 １ 教示文言中の「○○」には、収去者の所属庁を踏まえ、「内閣総理大臣」、「消費者庁長

２ 所属庁印は、赤色とする。 官」、「都道府県知事」、「保健所設置市長」又は「特別区長」と記載するものとする。

３ この用紙は、甲片及び乙片の２片とする。 ２ 教示文言中の「□□」には、収去者の所属庁を踏まえ、「国（訴訟において国を代表す

４ 乙片にはとじ目の切断線を設けず、かつ、所属庁印及び○印を省略するとともに、「収去証」を る者は法務大臣となる。）」、「都道府県」、「保健所設置市」又は「特別区」と記載する

「収去証（控）」と、「甲」を「乙」と印刷するものとする。 ものとする。
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



- 13 -

（
消
費
者
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

消
費
者
庁
組
織
規
則
（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
食
品
表
示
対
策
室
並
び
に
上
席
景
品
・
表
示
調
査
官
及
び
課
徴
金
審
査

（
食
品
表
示
対
策
室
並
び
に
上
席
景
品
・
表
示
調
査
官
及
び
課
徴
金
審
査

官
）

官
）

第
七
条

［
略
］

第
七
条

［
同
上
］

２

食
品
表
示
対
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

食
品
表
示
対
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
六
十
五
条
第
一
項

五

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
表
示
に
関
す
る
こ
と
（
同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
規
定
す
る
表
示
に
関
す
る
こ
と
（
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
勧
告
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
並
び
に
同
条
第
三
項

に
よ
る
勧
告
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
並
び
に
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検

査
及
び
収
去
の
実
施
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

査
及
び
収
去
の
実
施
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

［
３
～
５

略
］

［
３
～
５

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
内
閣
府
の
所
管
す
る
消
費
者
庁
関
係
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

内
閣
府
の
所
管
す
る
消
費
者
庁
関
係
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
五
十

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
二
十
六
条
の
十
第
一
項
及
び
第

第
百
三
号
）

六
条

第
百
三
号
）

二
十
六
条
の
十
四

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
）

健
康
増
進
法

第
五
十
六
条

健
康
増
進
法

第
二
十
六
条
の
十
四

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

別
表
第
三
（
第
八
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
八
条
関
係
）

健
康
増
進
法

第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号

健
康
増
進
法

第
二
十
六
条
の
十
第
二
項
第
一
号

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

別
表
第
四
（
第
十
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
十
条
関
係
）

健
康
増
進
法

第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号

健
康
増
進
法

第
二
十
六
条
の
十
第
二
項
第
二
号

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
食
品
表
示
基
準
の
一
部
改
正
）

第
四
条

食
品
表
示
基
準
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は

第
二
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は

、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

機
能
性
表
示
食
品

疾
病
に
罹
患
し
て
い
な
い
者
（
未
成
年
者
、
妊

十

機
能
性
表
示
食
品

疾
病
に
罹
患
し
て
い
な
い
者
（
未
成
年
者
、
妊

産
婦
（
妊
娠
を
計
画
し
て
い
る
者
を
含
む
。
）
及
び
授
乳
婦
を
除
く
。

産
婦
（
妊
娠
を
計
画
し
て
い
る
者
を
含
む
。
）
及
び
授
乳
婦
を
除
く
。

）
に
対
し
、
機
能
性
関
与
成
分
に
よ
っ
て
健
康
の
維
持
及
び
増
進
に
資

）
に
対
し
、
機
能
性
関
与
成
分
に
よ
っ
て
健
康
の
維
持
及
び
増
進
に
資

す
る
特
定
の
保
健
の
目
的
（
疾
病
リ
ス
ク
の
低
減
に
係
る
も
の
を
除
く

す
る
特
定
の
保
健
の
目
的
（
疾
病
リ
ス
ク
の
低
減
に
係
る
も
の
を
除
く

。
）
が
期
待
で
き
る
旨
を
科
学
的
根
拠
に
基
づ
い
て
容
器
包
装
に
表
示

。
）
が
期
待
で
き
る
旨
を
科
学
的
根
拠
に
基
づ
い
て
容
器
包
装
に
表
示

を
す
る
食
品
（
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
四
十

を
す
る
食
品
（
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
又
は
同
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の

六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
又
は
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
承
認
を
受
け
、
特
別
の
用
途
に
適
す
る
旨
の
表
示
を
す

規
定
に
基
づ
く
承
認
を
受
け
、
特
別
の
用
途
に
適
す
る
旨
の
表
示
を
す

る
食
品
（
以
下
「
特
別
用
途
食
品
」
と
い
う
。
）
、
栄
養
機
能
食
品
、

る
食
品
（
以
下
「
特
別
用
途
食
品
」
と
い
う
。
）
、
栄
養
機
能
食
品
、

ア
ル
コ
ー
ル
を
含
有
す
る
飲
料
及
び
国
民
の
栄
養
摂
取
の
状
況
か
ら
み

ア
ル
コ
ー
ル
を
含
有
す
る
飲
料
及
び
国
民
の
栄
養
摂
取
の
状
況
か
ら
み

て
そ
の
過
剰
な
摂
取
が
国
民
の
健
康
の
保
持
増
進
に
影
響
を
与
え
て
い

て
そ
の
過
剰
な
摂
取
が
国
民
の
健
康
の
保
持
増
進
に
影
響
を
与
え
て
い

る
も
の
と
し
て
健
康
増
進
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令

る
も
の
と
し
て
健
康
増
進
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令

第
八
十
六
号
）
第
十
一
条
第
二
項
で
定
め
る
栄
養
素
の
過
剰
な
摂
取
に

第
八
十
六
号
）
第
十
一
条
第
二
項
で
定
め
る
栄
養
素
の
過
剰
な
摂
取
に

つ
な
が
る
食
品
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
食
品
に
関
す
る
表
示
の

つ
な
が
る
食
品
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
食
品
に
関
す
る
表
示
の

内
容
、
食
品
関
連
事
業
者
名
及
び
連
絡
先
等
の
食
品
関
連
事
業
者
に
関

内
容
、
食
品
関
連
事
業
者
名
及
び
連
絡
先
等
の
食
品
関
連
事
業
者
に
関

す
る
基
本
情
報
、
安
全
性
及
び
機
能
性
の
根
拠
に
関
す
る
情
報
、
生
産

す
る
基
本
情
報
、
安
全
性
及
び
機
能
性
の
根
拠
に
関
す
る
情
報
、
生
産

・
製
造
及
び
品
質
の
管
理
に
関
す
る
情
報
、
健
康
被
害
の
情
報
収
集
体

・
製
造
及
び
品
質
の
管
理
に
関
す
る
情
報
、
健
康
被
害
の
情
報
収
集
体

制
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
販
売
日
の
六
十
日
前
ま
で
に
消
費
者
庁
長
官

制
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
販
売
日
の
六
十
日
前
ま
で
に
消
費
者
庁
長
官

に
届
け
出
た
も
の
を
い
う
。

に
届
け
出
た
も
の
を
い
う
。

［
十
一
～
二
十

略
］

［
十
一
～
二
十

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
府
令
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


